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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年４月 14 日開催の取締役会において、2022 年５ 月 20 日開催予定の第 27 期定時株主総会に

「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

Ⅰ．定款一部変更の件 

１．変更の理由 

（1）会計監査人の設置 

      当社は、現在、Moore 至誠監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて、監査を受けて 

おりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、会計監査人設置 

会社に移行するものであります。 

 (2) 会計監査人の責任免除 

        会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるように、会計監査人と 

の間に責任限定を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。 

（3）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし書きに規定する規 

     定が２０２２年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、次の      

とおり当社定款を変更するものであります。 

     ① 変更案第１６条は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定     

めるものであります。 

     ② 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第１５条）は不要と 

なるため、これを削除するものであります。 

     ③ 変更案第１７条は、書面交付請求をした株主に交付する書面の範囲を限定するための規定を新     

設するものであります。 

   ④ 上記の新設・削除に伴い、条数の繰り上げ、繰り下げを行うとともに、効力発生日等に関す      

る附則を設けるものであります。 
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２．変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 

現 行 定 款 変  更  案 

（機 関） 

 第４条  当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 

     機関を置く。 

     １．取締役会 

      ２．監査役 

      ３．監査役会 

（新設） 

第5条～第14条（条文省略） 

 

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 

第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参 

考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載は表 

示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに 

従いインターネットを利用する方法で開示することによ 

り、株主に対して提供したものとみなすことができる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第16条～第35条（条文省略） 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

（機 関） 

第４条  当会社は、株主総会及び取締役のほか、次  

        の機関を置く。 

        １．取締役会 

       ２．監査役 

       ３．監査役会  

           ４．会計監査人 

 

第5条～第14条（現行どおり） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(株主総会参考書類等の電子提供) 

第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主  

総会参考書類等の内容である情報について、電子提供

措置をとるものとする。 

  

 

（書面交付請求株主に対する交付書面の範囲限定） 

第１６条 当会社は、前条の措置をとる事項のうち法

務省令で定めるものの全部または一部について議決権

の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付す

る書面に記載しない事ができる。 

 

第17条～第36条（現行どおり） 

 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任） 

第３７条 当会社の会計監査人は、株主総会において

選任する。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第36条～第39条（条文省略） 

 

 

（新設） 

 

（会計監査人の任期） 

第３８条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとする。 

2. 会計監査人は前項の定時株主総会において再任さ

れたものとみなす。 

 

（会計監査人の報酬等） 

第３９条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査

役会の同意を得て定める。 

 

（会計監査人の責任免除） 

第４０条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる

損害賠償責任を限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令

が規定する額とする。 

 

第７章 計算 

 

第41条～第44条（現行どおり） 

 

（附則） 

1. 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインター 

  ネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款   

  第16条(株主総会参考書類等の電子提供)の新設は  

  2022年９月１日から効力を生ずるものとする。 

 

2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日 

  を株主総会の日とする株主総会については、変更 

   前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネッ 

   ト開示とみなし提供)はなお効力を有する。 

 

3. 本附則は、2023年３月１日または前頁の株主総会   

   の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後  

   これを削除する。 

 

 

３．変更の日程 

   定款変更のため株主総会開催日      2022年５月20日（金曜日） 

   定款変更効力発生日           2022年５月20日（金曜日） 
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Ⅱ．会計監査人選任の件 

 １．会計監査人選任の理由 

当社は、現在、Moore 至誠監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて、監査を受けて 

おりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、会計監査人設置 

会社に移行するものであります。 

     なお、本件は上記「定款一部変更の件が第27期定時株主総会において承認可決されることを条件 

としております。 

また、会計監査人の選任につきましては、監査役会の決定に基づいております。 

 

２．会計監査人候補者の名称等 

 

名称 Moore 至誠監査法人（モーア シセイ カンサホウジンン） 

事務所 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 

概要 ・事務所職員数（2021年12月末日現在） 
 代表社員  １５名 
 社員     ２名 
 特定社員   １名 
 公認会計士（非常勤含む）  ３６名 
 日本公認会計士協会準会員   ４名 
 その他職員  ４名 
 合計６２名 
 
・沿革 
1980年 至誠監査法人が中央区日本橋室町に設立 
1988年 石渡・西村・中根共同事務所が清新監査法人として法人化 
1993年 国際会計ネットワークMoore Stephens（現 Moore Global Network）のメ  
    ンバーファームとなる 
2007年 千代田区丸の内（現在地）へ清新監査法人が移転 
2015年 監査法人啓和会計事務所と清新監査法人が合併 
2015年 至誠監査法人と清新監査法人が合併、至誠清新監査法人となる 
2020年 Moore 至誠監査法人に社名変更 

 
・Webサイト 
https://www.mooreshisei.jp/audit/ 

 

   なお、Moore至誠監査法人は、現在、当社の金融商品取引法第 193条の２第１項の規定に基づく監査証 

明を行っております。 

３．就任予定年月日 

  2022年５月 20日（第 27回定時株主総会開催予定日） 

 

以 上 


